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豊中市指令健健医第80号

許可番号 第 AT0137号

薬 局 開 設 許 可 証

氏    名
(法人にあって
は、名称)

株式会社 ファルコファーマシーズ

薬局の名称  フアルコ 薬局 豊中店

薬局の所在地 大阪府豊中市本町一丁目9番 20号
ラミアーレ豊中1階

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第1項の

規定により開設の許可を受けた薬局であることを証明する。

令和 4年 (2022年 )10月 20日
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豊中市長  長内

4年 (2022年 )11月  1日 から
10年 (2028年 )10月 31日 まで
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フアルコ薬局 豊中店
管理及び運営に関する事項

許可の区分の別 薬局

開設者 株式会社フアルコファーマシーズ

代表取締役 阿部 治

薬局の名称

許可番号・許可年月日

所在地・有効期間

薬局開設許可証 (別掲 )を参照

管理薬剤師氏名 池見 有佳子

勤務する薬剤師

(担当業務 ) 西口 衣里奈 (保管、陳列、販売、情報提供、相談 )

江川 祐史  (保管、陳列、販売、情報提供、相談 )
大山 香里  (保管、陳列、販売、情報提供、相談 )

別紙参照

勤務する登録販売者

(担当業務 )

なし

取り扱う
一般用医薬品等の区分

薬局医薬品日要指導医薬品

第一類医薬品口指定第二類医薬品

第二類医薬品口第三類医薬品

当薬局勤務者の

区別について
薬剤師 :名札に氏名及び「薬剤師」と記載

登録販売者 :―

その他の勤務者 :名札に氏名を記載

営業時間 月～水・金曜日…9:00～ 14:00、 15:00～ 18:00

土曜日…   9:00～ 12130

営業時間外の相談対応 夜間・休日も対応

相談時・緊急時の連絡先 (夜間転送 )



当薬局のサービスについて

当基握王国騒園豊理整睦重劇L二上主主L

患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、
医薬品リスク管理計画 (RMP)、 薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、
患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。
必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。

当劇菫鮎』圃堕画菱饉墨上望壁L=h主主L_
患者様の希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤による
アレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、
服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。
そのために、処方せん受付時にお薬手帳をお預かり致します。
お薬手帳をお持ちで無い場合は、体質・アレルギー・副作用歴、他医療機関等で処方された医薬品・服薬状況等を
お伺いしますのでご協力ください。相互作用等の有害事象防止に役立つお薬手帳をご希望の方は、
お申し出下さい。

当基握王国日型盤量聾劉L」塵盗菫[J壺1三h主豆LL_
当薬局ではオンライン資格確認システムを活用し、薬剤情報等を取得・活用することにより、質の高い保険調剤の提供に努めており以下のとおり医療
情報取得加算を算定しています。

医療情報取得加算・“12ヶ月に1回 I点

マイナンバーカードの利用で調剤情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得→舌用するため、マイナンバーカード保険証の利用にご協力をお願いいたします。

可 談慮○



当薬局では 嗜 を負:宇 してい ます。
当題巡滋 _壺劇曜調田訓量 lШ塁 :|二型議■工騒璽 二
当劉壁盤望」難 麓生加腱__Z=藪ヨ』E塾二立上
当劉誼壁L盗皇墓当鑑迪饉堕巨 ||::_二塁劉堕曼」菫二
当塵昼二LL_」彊E≧三塑盤 1剤皿樫馴目盈【肋 L左」2二2墨ヨ塁超睡二五聾整盤二_二団憂Ц″二L壼璽h_

当 1襲1証!盤 1主_』1甕1担談1壼1壼|三!聾」1菫L

以下、当局の設備・機能・処方せん応需にあたつて提供するサービスの概要です.

1.当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。

2。 当薬局は、3贔餞品目の医療用医薬品を備蓄しています。

3.当薬局は、全国のどこの保険医療機関の処方せんでも、調剤致します。
生活保護法、障害者自立支援法、労働者災害補償保険法等の各種公費負担医療も対応しています。

4。 当薬局は、患者様の希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した

三墓菫皿I趨媚酸匪亜星L豊作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院、診
療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。その

ために処方せん受付時にお薬手帳をお預かり致します。

お薬手帳を持参で無い場合は、体質・ アレルギー・副作用歴、他医療機関等で処方された医薬品の服用状況等

をお伺いしますのでご協力ください。相互作用等の有害事象防止に役立つお薬手帳をご希望の方はお申し出下

さい。

5。 当薬局は、後発医薬品の調剤を積極的に行っています。

6。 当薬局は、医師の指示があるときは、在宅で療養されている患者様宅を訪問して、薬学的管理及び

服薬指導等を行います。

7。 当薬局は、時間外・休日・夜間の処方せん調剤問い合わせに応じます。

問い合わせ先 :TEL 064867口4069
尚、平日は■9:00以 降、土曜日は■3:00以 降に処方せんを受付した場合は、
夜間・休日等加算40点 (■点■0円 :保険の負担割合により金額が異なります)が加算されます。
また、営業時間外に緊急な求めで調剤した場合には、調剤報酬点数に基づいた時間外加算等の加算が

されます

8。 当薬局は、調剤とお薬にかかわる情報の問い合わせに応じます。

問い合・わせ先 : T・ EL  064867‐ 4069
FAX  06‐4867‐4070
E‥MA:L fph.toyonaka@falcoiCO.jp

ア.一般名 イ.剤型 ウ.規格 工.製剤の特徴 オ.緊急安全性情報、安全性速報
力。医薬品・医療機器等安全性情報 キ。医薬品・医療機器等の回収情報

9。 当薬局は、患者様からいただいた情報を医療・調剤の目的以外には使用致しません。

ファルコ薬局 豊中店
〔開局時間〕

9:00～ 14:00、  15:00～ 18:00

9:00～12:30

木・ 日祝日

月～水 0金

土

定休日

▼ FALCO



取り扱い可能な公費負担医療

◎生活保護法に基づく指定
◎感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
に基づく指定〔結核医療)
◎戦傷病者特別援護法に基づく指定
◎母子保健法に基づく指定
◎公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
◎原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定
◎障害者自立支援法に基づく指定(精神通院医療)
◎障害者自立支援法に基づく指定(育成医療・更生医療)
◎労働者災害補償保険法に基づく指定 (労災医療)

フアルコ薬局 豊中店

▼ 臥 LCO



明細書の発行について

当薬麗では、領珂又書とをもまこ現細書を

無料で発行しております。

明細書 |こ |ま調斉懸幸殴動の算定項目を言己載して施り、

使用したお薬の名称やそのお値段などが

わかるようになってしヽます。

ご不要の方 lまお申し出くださしヽ。
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響

『一ヽ
響轟

今後も調斉」の透明化を目指し、

情報提供の推進に取り組んでまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

¬Ц「FALCO
2023年 2月作成
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かかりつけ薬剤師指導料
及びかかりつけ薬剤師包括管理料

当薬局では、以下の基準を満たす薬剤師が患者様の

同意を得て算定いたします。

・保険薬剤師の経験3年以上

・週32時間以上の勤務
・当薬局 :年以上在籍
・研修認定薬剤師の取得
・医療に係る地域活動の取組への参画

患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用いた

だけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をま

とめて受け取ることで、使用している薬の情報を一元的に把

握し、薬の飲み合わせの確認や説明をいたします。

マ臥聡○
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医薬品の
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変わります
長期収載品の選定療養費につしヽてのお知らせ

先発医薬品を選ぶと負担額が上がります
10月以降、先発医薬品(長期収載品)・ 1を希望する場合、後発医薬品(ジェネリック)との差額の

:´ :たが自己負担(保険対象外}となります。

曇 1111三 |」 ・|・ |■ 1.:11'■ .1:.I■ ‐■●●■J‐ ■ |■                        ..■
11｀2           .■ ■1「■■・「 11・■■1■●=一 ■1,・■■

保険給付

先発篠薬品

2024年 9月 まで

約夢腱議翡議酵調な年未満かつ、置き換え率
"%未
満の医薬品は

,針く)

対象医薬‐品リスト

鮭!理己:艶半L性ζ型:山鐵lαi勲(αι璽:単:立.塑:総工1年lκ:鐸:裂l■,21』〕夏

'2特別纂‐金(保険外〕
=消
費税の課税対象です:

窓口負担額は…

i保険:   標険外

52.5円

JL 20円 UP

意轟負撻
じ0円保険外併用

療養‐薫

122.5
1日 1錠服用の場合の差額

■か月(30日分)あたりαЮ円

慇隆

2024年 10月 から

公費助成のある方も窓口負担 となります

公費 (国・地方)と は

。こども医療
。自立支援

・重度障がい者

・特定疾患
・ひとり親家庭 など

・労災  |
。自賠責 卜医療保険外のため対象外
。自費  |

・医療上の必要性が認められる場合

医療保険に加入しているすべての方が対象です

いつまでも安心して医療を受けるために、医療費適正化にご協力をお願いします。
ご不明点についてはかかりつけ医院、薬局にてお声掛けください。

処方箋の書式が変更され、

医師の判断が確認できるようになります

Eコ

20円

じP



夜間・休日等加算について

下記の時間帯に薬局で

処方せんを受け付けた場合、

一部負担金が高くなることがあります

患者様にはご負担をお掛けしますが

ご理解の程よろしくお願いいたします

日曜日及び祝日
12月 29日 、30日 、31日

1月 2日及び3日 は休日として取り扱います

平 日
午前0時～午前8時

午後7時～午前0時

土曜日
午前0時～午前8時

午後1時～午前0時

¬「FALCO
2022年 6月 作成



薬局ご利用の皆様ヘ

…
‐
 .~| ‐・  

‐
‐ 処方せんの有効期限は
発行日を含めて

4日以内です
有効期限を過ぎると薬局では受け付けできなくなり、
医療機関での再発行が必要です。

保険証のご提示を
お願い致します
初めてご来局の方0転職・異動などで保険証が
変わられた方はご提示をお願いします
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当薬局では、調剤の透明化や患者様への情報提供を
積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に
個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で
発行いたします。

明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨
お申し出下さい。

健康保険・口"
機保険者証・口"

明細書

マ談CO



分類と外箱表示 陳列方法 情報提供と相談への対応

お薬の販売方法について

要指導医薬品

副作用等により日常生活に支障を来す程度の

健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、
その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販
された成分等を含むもの

販売時に薬剤師による対面での情報提供
を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費
者が直接手の触れられない場所に陳列しま

す

業部師が書面を用いて、適正使用の
ため必要な情報の提供を行います

第一類医薬品

副作用等により日常生活に支障を来す
程度の健康被害が生ずるおそれがある
医薬品のうち、その使用に関し特に注
意が必要なもの (要指導医薬品を除く

販売時に薬剤師による情報提供を適切に
行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接
手の触れられない場所に陳列します

一
般

用
医
薬

品

第二類医薬品

副作用等により日常生活に支障を来す
程度の健康被害が生ずるおそれがある
医薬品(要指導医薬品、第一類医薬品
を除く)

※指定第二類医薬品は、第二類医薬
品のうち、特別の注意を要する医薬品
です。

『してはいけないこと』の確認をおこな
い、使用について薬瀧師や登録販売者
にご相談ください

第一類医薬品と同様、販売時に情報提供を
行う機会を確保しやすいよう、情報提供を
行う場所 (7m以内)に陳列します

」 .

第一類医薬品及び第二類医薬品以外
の一般用医薬品

法令では直接手に取ることができる陳列で
もよいとされていますが、当薬局では、情報
提供を行いやすい場所に陳列します

※医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適
切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。

健康被害救済制度 苦情相談窓ロ

第二類医薬品

医薬品の副作用等で健康被害を受けられた方を救済する

公的な制度があります。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
0120‐ 149‐931

薬剤師または登録販売者が適正な使
用のため必要な情報提供に努めます

豊中市薬剤師会
06‐6848‐0563

生活衛生室薬務課
医薬品流通グループ
06‐6944‐7129

可 臥 LCO



患者様の個人情報保護について

当薬局では、患者様に安全かつ適切にお薬を使用してい
ただくために、患者様の氏名、ご住所、ご連絡先のほか、
生年月日や体質、生活習慣などをご確認させていただいて
おります。
私どもは、患者様からご提供いただいたこれらの個人情報
を大切なものであると認識し、
以下の通り慎重に管理およびお取り扱いいたします。

EI個人の人格尊重の理念のもと、個人情報保護法および医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
ほか、関連法令・規定等を遵守します。

E]患者様の個人情報は、お薬に関する安全確保や個々の患者様に
応じた情報提供のために収集しているものであり、この目的の
範囲を超えて取り扱うことはありません。

Zi個人情報を秘密保持し、お薬の処方に関連して必要となる医療
機関への照会や保険請求業務、法的義務を伴う行政機関等への
報告以外には、ご本人の同意を得ずに第二者に提供することは
ありません。

日 個人情報の安全管理に努め、漏えいや滅失、改ざん、不正アク
セスなどを防止する措置をとつています。

詳細につきましては、薬局スタッフに
当社「個人情報保護方針」をお申し付けください

¬「 FAttCO



安心して薬局サービスを

受けていただくために

当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬

局の個人情報保護に関する基本方針に基づいて、常に

皆様の個人情報を適切に取り扱つています。

個人情報の取り扱いについて、ご不明な点や疑間などがございまし

たら、お気軽にお問い合わせください。

《皆様の個人情報の利用目的》

口薬局における調剤サービスの提供
E患者様、お客様に医薬品を安全に使用していただくために必要な事項

の把握

・患者様、お客様のご家族などへの薬に関する説明

・医療機関からの照会への回答、および医療機関への処方に関する照会

・病院、診療所、保険薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者

などとの連携
E会計および医療費の請求業務、一次審査支払機関へのレセプト提出、

一次審査機関又は保険者からの照会への回答、損害保険会社への請求業務
B業務の維持、改善のための資料作成

・薬局内で行う薬剤師、医療事務等の教育、研修、症例研究
口薬局内において行われる薬学生の実習への協力

・法令に基づき司法機関、行政機関等の法的義務を伴う要請を受けた場合

・保険請求に関する業務システムの開発目的
日外部監査機関への情報提供

・審査支払機関または保険者への照会
目安心、安全のための防犯カメラによるモニタリング

¬口「FALCO
令和5年 3月 1日作成



2025年度 調剤報酬点数一覧表
調剤基本料 1 45点

調剤基本料2 29点

イ ロ・ハ調剤基本料3 19点、24月黒、 35点

処方箋受付回数・集中率等に応じて
調剤基本料 【要届出】

特別調剤基本科 A 5点・ 3点

80′ ,00

50/100

32点・ 40点・10点 ・32点1・ 2・ 3・ 4

災害や新興感染症発生時に地域において必要な役割が果たせる体制

21点 28点r30点
後発医薬品調剤体制減算

直近3カ 月の後発医薬品
調剤数量割合に応じて ▲5,

在宅訪 問を十分行 つための体制堅備や実績 に応 じて在宅患者の処方箋受付時 に算定 151■ 50月や、

6点・8点・10点

調
剤

基

本

料

分割調剤時の2回 目以降の調剤基本料
5点

1/2  ・  1′3

24点

内服用滴剤 1調剤 につ き 10,

受付1回につき 21点

浸煎楽 ■調副 につ き (3調剤 , 190点

190月黒

7日 目以下の部分 190点

10点

400点

湯薬
1調剤につき

(3調剤まで )

注射薬 26F景

中心静 |1氏宋養活用輌液、麻楽 69点 (6歳未満137点 )
無菌製剤処理加算 【要届出】 1日 につ き

抗悪性腫瘍剤 79点 (6歳未満147点 )

外 用 楽 10点、

禾薬加算 麻業を調剤 した場合、■調剤につき 70点

向精神薬・覚醒剤原料・毒薬を調剤 した場合、 ■調剤につき

薬

剤

調
製

Ш

休 日

基礎額の 100/100

基礎額のイ407100開局時間以外等の加算

黒夜 :午後 10時から午前6時 まで

基礎額 =調剤基本料十薬剤調製料 +調剤管理料
基礎額の200′ 100

②屯服薬 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 90点

0内服薬・屯服薬 液剤 45月や、

90月黒

75点

自家製剤加算
(予 製剤及び錠剤半割は20′ 100)

4調剤につき

④外用薬
液剤

調
剤

技

術

料

計量混含調剤カロ昇 (予 製剤 は 20′ 100)
`調
剤 につ き イ 液 剤 ロ 35点・ 45点・ 80点

■日分以上7日 分以下 4点

28点~~~~~~~~罰
下

調剤管理料 (内 服薬 )
内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く

1剤 につき

(3剤 まで )

29日 分以上 60点

処方箋受付1回につき 4点

40点・ 20.点

初めて処方箋を 3′申、
調剤管理加算

複数医療機関から6種類以上の内服薬が処

方され、一元的に把握し管理する場合 2回 目以降で処方変更・追加あり 3点

調
剤

管

理
料

■ ′オンライン資格確認|

45月 |.

服薬管理指導料2 1の 患者以外の患者に対して行った場合 59点

45,点、介護老人福祉施設等の患者に訪問した場合

服薬管理指導料4(情 報通信機器等を用いた服薬 イ 45点・ 59点

かかりつけ楽周」8巾 と連携する他の:薬焉|」 B巾かヌ1応 した場合 59点
服薬管理指導料の特例

3か月以内の再来局患者のうち、手帳の持参割合が50%以下など 43点

76月軍、

麻薬管理指導加算 麻薬の服用状況等を確認 し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合 22点

特定薬剤管理指導加算1 イ・回 特に安全管理が必要な医薬品の指導 イ :初めて処方時   口 :指導の必要時 10点・5点

コ) )に関する薬学的 謁に文書により情報提供 した場合 100月黒

特定楽剤菅埋指導加鼻 3(初 回処方時 ,イ ロ イ :RMPに 基づく資材による説明指導   口 :調剤前に医薬品の選択に係る説明・指導 10点・10点

12点乳幼児服薬指導加算 乳幼児 (6歳未満)へ の服薬指導、かつ指導内容を手帳記載
ξ満 )に対 し、愚者の| に合わせたι な薬学的管理及び指導を行い、内容を手帳記載 350点

吸人楽指導加鼻 (3月 に 1回 , 30点

かかりつけ薬剤師包括管理料 【要届出】 地域包括診療料等の算定患者を対象とする包括点数。時間外加算等、夜間・休日等加算、薬剤・材料等は出来高算定 291,

.た上で、一包化蕉の服薬管理の支援 を した場合等 185垢軍

42自 分以下 (7自 分毎 ) 34点
外来服薬支援料2

処方医に服薬管理の支援の必要性の了解を得た上で、一包化及び服薬指導を行
い、かつ服薬管理の支援を行つた場合に、内服薬の日数に応じて 43日 分以上 240F

50月黒施設連携加算 (月 1回 ) 入所中の患者を訪問し施設職員と協働 した服薬管理

を用いて提案 し、 ズ上減少 した場合 125月や、

実績あり薬局 110点

90点
服用薬剤調整支援料2(3月 に1回 )

複数医療機関からの内服薬6種類以上の処方を一元的把握し、
処方医に減薬等の提案を行った場合 上記以外

方 または変更 60万
=、

服

薬

管

理
指

導

料

・
か

か

り

つ
け
薬

剤

師

指

導

料
等

調剤後薬剤管理指導料 (月 ■回 )

地域支援体制加算届出薬局に限る
調剤後も指導等を行い、医療機関に文書
等により情報提供した場合 慢性心不全で作用機序が異なる複数治療薬服用 60点

650月軍、

320点在宅患者訪問薬剤管理指導料 (月 4回 又は月8回 ) 医師の指示に基づき患家を訪問し薬学的管

3 単一建物診療患者10人 以上の場合 290点

を行つた在宅患者オンライン薬剤管理指導料 (1～ 3と 合わせて月4回又は8回 )

夜間訪問カロ算・休 日訪問カロ鼻・ 深夜訪問加算 末期悪性腫瘍、麻薬注射剤使用患者に対し保険医の求めにより夜間等に緊急訪問した場合 400点・600点・ 1000点

200月ヨ、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(1と 2合わせて月4回又は月8回 ) 計画的な訪問薬剤管理指導の対象外の疾患の急変時等に医師の求めにより、緊急に患家を訪問した場合

導とは別に を用いて必要な薬 | 管理及び指導を緊急に行った場合 59メ R

在

宅

急変等に医療従事者ミ 700点

100点¬オンライン22点 )
250点

100点 (オ ンライ ン 12点 )乳幼児加算 乳幼児 (6歳未満)に対 し指導を行つた場合
医療的ケア児 (18 ミ満 )に対 し指導を 450点、(オ ンライン350点 ,

在宅中心静脈栄養法加算 【要届出】 在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対し、保管の状況、配合変化等を確認 し管理及び指導を行った場合 150点

600点退院時共同指導料 (入院中1回又は2回 )

による情報 1是供を 7: つた場合 30月や、

薬剤師が必要性を認めた場合に文書による情報提供を行った場合 20点・20点・ 20点

501宗、服薬情報等提供料3(3月 に1回 ) 入院予定の患者について、医療機関の求めに応じて持参薬整理と文書による情報提供を行った場合

40点・ 20点

40点・ 20点

経管投薬支援料 (初 回に限り) 経管投薬実施患者が簡易懸濁法開始時に支援を行った場合 100月ミ

薬

学

管

理

料

そ

の
他

1月 ■回限り) な単―建物 1人患者の場合 230点

518専 ユ1,

379単位
居宅療養管理指導費(月 4回 又は月8回 )
*介護予防居宅療養管理指導費も同様

医師の指示に基づき患家を訪問し管理・指
導を行い、介護支援専門員に情報提供 し
た場合 単一建物 10人3 上 342単位

麻薬管理指導加算 勝楽 の服用状況や副 1「用寺を確認 し 必要な楽字的管理及ひ指導 を行 つた場合 . オ ンライ ン不 司 100単位

医療用麻薬持続注射療法実施患者に対する管理及び指導。オンライン不可 250月コイ

に対する管理及び 導。オ ンライン不 F 150単 位

特別地域居宅療養管理指導加算 【要届出】 中山間地域等厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所より実施する場合 所定単位数の15アイ00

所定単位数の 10′ 100中山間地域等厚生労働大臣が定める地域に所在する小規模事業所より実施する場合

所定単位数の 5/100

介

護

報

酬

情報通信機器を用いて行う場合 居宅療養管理指導■～ 3と 合わせて月4回又は8回 まで 46単位

て

フアルコ薬局 豊中店



指定居宅療養管理指導事業者運営規程

(事業の目的)
第1条
1.フ ル コ ビス

った

して

(以下、 =′́
日

の を行っていること。

す
者

2 また 、 日

2
方針 )

f`D
び つ

し、その の

連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
よび備品を備えていること。

１

２

３

し
」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
以下の要件を満たすこととする。

と

し し

―ビス

(従業者の職種、員数 )

'Ij3条1.従業者について
。居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
。従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
。従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
2.管理者について
。常勤の管理者 1名 を配置する。但し、業務に支障がない限り、ファルコ薬局豊中店の管理者との兼務を可とする。
(職務の内容 )
第4条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を
把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資
するよう妥当適切に行う。
2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。

(営業日および営業時間)
第5条
1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭 日、年末午始 (12月 30日 ～ 1月 311)を除く。
2.通常、月～水・金曜日の午前9時～午後19時 30分、木曜日の午前9時～午後17時、十曜日の午前9時～午後 13時とする。
3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。

(通常の事業の実施地域)
第6条
1.通常の実施地域は、大阪府豊中市の区域とする。



理指導等の内容 )

る。
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相談応需
棄処理、廃棄に関する指導等 )

(利用料その他の費用の額)
第8条
1.利 用料については、介護報酬の告示上の額とする。
2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
3.居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。
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第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。

(その他運営に関する重要事項)
第10条
1.ファルコ薬局豊中店は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を幣備する。
2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
13 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内
容とする。
4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、ファルコ薬局豊中店と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする.

本規程は平成20年 4月 1日 より施行する。
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介護保険サービス提供事業者としての掲示 ¬FFALCO
1,当事業者の介護保険に関する取り扱いは以下のとおりです

提供するサービスの種類

居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導
2,営業日および営業時間

月 0火 0水・金曜
木曜 日曜 0祝日

9時～14時、15時～18時

休み

土曜 9時～12時30分

居
d"
■5療養

A■r
嘔ヨ
にコ理
+し
ず曰
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守〒
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食 …
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■塵ヨ
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0 事項

・在宅で療養中の方  518単位/ ロ
■害」負担 :518円 2害」負担 : 1036円  3害」負担 : 1554円

0老人ホーム等で療養中の方
2～9名 379単位/
10名～ 342単位/

□

ロ

■害!」 :379/342円 2割 :758/684円  3害 I」 :1137/1026円

在宅で療養中の患者様のうち通院が困難な場合、調剤後お宅

を訪問して薬剤服薬の指導及び管理のお手伝いをさせていただ

くことができます。在宅での管理状況が改善されれば中止可能

ですので短期間のご利用もお勧めです。ご希望される場合お申

し出下さい。 (担当医師の了解と指示等が必要です)

ファルコ薬局 豊中店 管理薬剤師 :池見 有佳子
府知事指定介護保険事務所 第274400530



在宅で療養中の患者様のうち通院が困難な場合、調剤後お宅を訪問して薬剤服薬の指

導および管理のお手伝いをさせていただくことができます。

在宅での管理状況が改善されれば中止可能ですので短期間のご利用もお勧めです。ご

希望される場合お申し出下さい。(医師の了解と指示が必要です。)

[医療保険のみお持ちの方 ]

在宅患者訪間薬剤管理指導

・同じ建物内で療養中の方が
1名のみ・

650点/回

・同じ建物内でに療養中の方が
2～ 9名

320点/回

10名以上

290点/回

自己負担率により金額が変わります。

麻薬の必要な場合は100円が加算されます。

月4回まで訪間可能です。

[介護保険をお持ちの方 ]

居宅療養管理指導および

介護予防居宅療養管理指導

日在宅で療養中の方
518点 /回

・老人ホーム等で療養中の方
2～ 9名

379点 /回

10名 以上

342点 /回

自己負担率や厚生労働省が定める地域により金額
が異なることがあります。

フアルコ薬局 豊中店
管理薬剤師I池見 有佳子

大阪府知事指定介護保険事務所 第2744005303号

[営業日・営業時間 ] [所在地 ]
人亜菫選塾担五杢堕ユ型三ユ
ラミアーレ豊中1階月～水、金 :9:00～ 14100、 15100～ 18100

」ヒ:9100～ 12:30

定休日:木、日祝日
[連絡 先 ]

T・EL:06-4867-4069
FAX:06-4867-4070

点数は全て1点 =10円です。計算例)10点 =100円
(3割負担の方は30円、2割負担の方は20円、1割負担の方は10円の負担です。)
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